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令和５年山形村議会第４回定例会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

令和５年１１月３０日（木曜日）午後 ３時００分開会 

開会宣告 

開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

自 令和５年11月30日 

（15日間） 

至 令和５年12月14日 

日程第 ３ 村長あいさつ・行政報告 

日程第 ４ 諸般の報告 

日程第 ５ 請願・陳情の委員会付託 

日程第 ６ 承認第 ８号 

日程第 ７ 承認第 ９号 

日程第 ８ 議案第４６号 

日程第 ９ 議案第４７号 

日程第１０ 議案第４８号 

日程第１１ 議案第４９号 

日程第１２ 議案第５０号 

日程第１３ 議案第５１号 

日程第１４ 議案第５２号 

日程第１５ 議案第５３号 

日程第１６ 議案第５４号 

日程第１７ 議案第５５号 

日程第１８ 議案第５６号 

日程第１９ 議案第５７号 

日程第２０ 議案第５８号 

日程第２１ 議案第５９号 
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日程第２２ 議案第６０号 

日程第２３ 議案の委員会付託 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１１名） 

１番 小 出 敏 裕 君  ２番 竹 野 入 恒 夫 君 

３番 百 瀬 昇 一 君  ５番 小 林 幸 司 君 

６番 福 澤 倫 治 君  ７番 春 日  仁 君 

８番 大 月 民 夫 君  ９番 三 澤 一 男 君 

１０番 上 條 倫 司 君  １１番 大 池 俊 子 君 

１２番 新 居 禎 三 君    

欠席議員（１名） 

   １３番 百 瀬  章 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村   長 本庄利昭  君  副 村 長 赤羽孝之  君 

教 育 長 根橋範男  君  
総務課長兼 

会計管理者 
篠原雅彦  君 

企 画 振 興 

課 長 
堤  岳志  君  税 務 課 長 中村貞寿  君 

住 民 課 長 中川俊彦  君  
保 健 福 祉 

課 長 
古畑佐登志 君 

子 育 て 

支 援 課 長 
中原美幸  君  

産 業 振 興 

課 長 
村田鋭太  君 

建 設 水 道 

課 長 
宮澤寛徳  君  教 育 次 長 藤沢洋史  君 

総 務 課 

財 政 係 長 
丸山晃弘  君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

事務局長 上條憲治  君  書  記 上條美季  君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開会宣告 

○副議長（新居禎三君） 百瀬議長欠席のため、地方自治法第１０６条の規定により、

私が議長の職務を執り行います。 

  これより、令和５年第４回山形村議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議に先立ちまして、皆様に申し上げます。新型コロナウイルスやインフル

エンザなどの感染症が流行しております。感染症防止策へのご理解とご協力をお願い

いたします。 

  次に、傍聴される皆様に申し上げます。山形村議会傍聴規則により、撮影または録

音する場合には事前に許可が必要となります。 

  なお、報道関係者から取材の申込みがありましたので、これを許可いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開議宣告 

○副議長（新居禎三君） それでは、１人が欠席でありますが、定足数に達しておりま

すので、直ちに本会議に入ります。 

（午後 ３時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議事日程の報告 

○副議長（新居禎三君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎会議録署名議員の指名 

○副議長（新居禎三君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第１２５条の規定により、１１番、大池俊子議員、１番、小出敏裕議員を

指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎会期の決定 

○副議長（新居禎三君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  去る１１月２８日開催の議会運営委員会において、本定例会の会期を本日から１２

月１４日までの１５日間にすべきものと決定いたしましたが、これにご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認めます。よって、今議会定例会の会期

は、本日から１２月１４日までの１５日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎村長招集あいさつ・行政報告 

○副議長（新居禎三君） 日程第３、村長より行政報告を兼ねまして、招集のあいさつ

をお願いいたします。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 冬の到来を前に、村内の農家では特産の長芋の収穫に追われる

季節となりました。 

本日、令和５年第４回山形村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

はご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、過日１１月２８日、東筑摩郡議長会での国会議員要請、また町村議会全国大

会への出席のため、東京都へ出張をしておりました百瀬章議長でありますが、２８日

の国会議員要望を行った後の夕方６時頃、急に意識を失い、都内の病院へ緊急搬送さ

れております。 

その後、一命は取り止めたとの報告を受けておりましたが、本日の昼頃、議長の奥

様から目を落としたとの報告が事務局にございました。 

ご家族の皆様には百瀬議長とのこのような悲痛な別れに、気持ちの整理もつかない

ことと推察をいたします。 

本日、異例な状況の中での定例会の開会となりますが、本定例会が充実した議会と

なりますよう、議員の皆様とともに努めてまいりたいと思います。 

さて、１１月１４日開催の議会全員協議会以降の村政の状況について申し上げます。 

１０月１９日、山形村保育園で発生いたしました事故についてでありますが、この
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事故を検証するため、弁護士、医師、保育学科の教授などの５名のそれぞれの専門分

野の方に委員をお願いし、先週の２１日、山形村保育施設等重大事故検証委員会の初

会合を開催いたしました。 

今後、委員の皆様には、それぞれ専門の立場から事故発生の経過、原因の究明、ま

た、再発防止に向けての委員会からの提言をいただき、行政として事故発生防止に向

けての適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

工事の発注状況・備品の購入状況につきましては、お手元に配付させていただきま

した工事の発注状況・備品の購入状況で報告に代えさせていただきます。 

本定例会に上程をいたします案件は、主に保育園の事故に伴います専決処分の承認

が２件、国県の給与改定に伴います条例改正４件、補正予算３件と、松本広域連合の

規約の変更につきましては、職員給与の改定など、年内の処理を必要とするため、本

日審議の上、議決をお願いするものであります。 

また、議案第５４号からの条例改正２件、補正予算５件につきましては、会期中に

それぞれご審議を賜りますよう、お願い申し上げまして、招集のあいさつとさせてい

ただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎諸般の報告 

○副議長（新居禎三君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

  議長活動状況の報告から説明員の出席要求の報告までについては、お手元に配付の

とおりでありますので、ご了承ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎請願・陳情の委員会付託 

○副議長（新居禎三君） 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 今回受理しました請願・陳情は、５陳情第２号「私立学校に対する公費助成をお願

いする陳情書」の１件であります。 

 本日提案されました陳情は、山形村議会会議規則第９２条及び第９５条の規定によ

り、お手元に配付の「請願・陳情付託表」のとおり、福祉文教常任委員会に付託し審

査願うことにいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎承認第８号・承認第９号 

○副議長（新居禎三君） 日程第６、承認第８号「山形村保育園施設等重大事故検証委

員会設置条例制定の専決処分の承認を求めることについて」、及び、日程第７、承認第

９号「山形村一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求めることについて」

を一括議題とします。 

村長の提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 承認第８号「山形村保育園施設等重大事故検証委員会設置条例

制定の専決処分の承認を求めることについて」の提案説明を申し上げます。 

  山形村保育園施設等重大事故検証委員会設置条例制定については、特に緊急を要す

るため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年１１月１７日に専決処分をし、同条

第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求めるものであります。  

  この山形村保育園施設等重大事故検証委員会設置条例でありますが、山形村の保育

園施設等で起きた重大事故の検証委員会の設置に関する内容でございます。 

  次に、承認第９号「令和５年度山形村一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承

認を求めることについて」の提案説明を申し上げます。 

令和５年度の一般会計補正予算第５号については、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、令和５年１１月１７日に専決処分をし、同条第３項の規定に

よりこれを議会に報告し、その承認を求めるものであります。 

この一般会計補正予算第５号でありますが、山形村保育園施設等重大事故検証委員

会設置等に関する内容が主なものでございます。118万7,000円を計上しております。 

詳細につきましては、補正予算及び補正予算に関する説明書のとおりでございます。 

ご審議の上、ご承認を賜りますよう、お願いをいたします。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終了しました。 

ここで、議案審査についてお諮りします。 

議会運営委員会において、承認第８号及び承認第９号については委員会付託を省略

し、議会全員協議会を開催して詳細説明を受けることに決定しましたが、これにご異



 －８－ 

議ございませんか。  

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） 異議ないものと認めます。 

よって、承認第８号及び承認第９号については、委員会付託を省略し、議会全員協

議会において詳細説明を受けることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第４６号 

○副議長（新居禎三君） 日程第８、議案第４６号「松本広域連合の処理する事務の変

更及び松本広域連合規約の変更について」を議題といたします。 

  村長の提案説明を求めます。 

本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第４６号「松本広域連合の処理する事務の変更及び松本広

域連合規約の変更について」の提案説明を申し上げます。 

変更理由につきましては、現在、松本広域連合においては広域的なごみ処理の対応

に関する事務は実施しておらず、また直近の１０年間、松本広域連合が加盟している

松本地域ごみ処理広域化推進協議会は未開催で、今後も開催予定がないことから、実

態に即して松本広域連合規約から削除する内容でございます。 

よろしくご審議をお願いします。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで、議案審査についてお諮りします。 

  議会運営委員会において、議案第４６号については、委員会付託を省略し、議会全

員協議会を開催して、詳細説明を受けることに決定しましたが、これについてご異議

ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第４６号は委員会付託を省略し、議会全員協議会において、詳細説明

を受けることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎議案第４７号～議案第５０号 

○副議長（新居禎三君） 日程第９、議案第４７号「議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例について」から、日程第１２、議案第５０号

「山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を一括して議題といたします。 

村長の提案説明を求めます。 

本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第４７号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について」の提案説明を申し上げます。 

人事院勧告に基づき、地方公務員法第１４条第１項の規定により、情勢適応の原則に

沿って、改正を行うものであります。 

期末手当を０．１か月分引き上げ、現行の３．３か月を３．４か月に改正をします。 

なお、令和５年度につきましては、１２月分に０．１か月を引き上げ、令和６年度以

降については、６月と１２月に０．０５か月ずつを振り分けて、１．７か月ずつ支給す

る改正をするものでございます。 

次に、議案第４８号「特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」の提案説明を申し上げます。 

人事院勧告に基づき、地方公務員法第１４条第１項の規定により、情勢適応の原則に

沿って、改正を行うものでございます。 

期末手当を０．１か月分引き上げ、現行の３．３か月を３．４か月に改正し、なお、

令和５年度においては、１２月分に０．１か月を引き上げ、令和６年度以降は、６月と

１２月に０．０５か月ずつを振り分けて、１．７か月ずつにする改正でございます。 

次に、議案第４９号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て」の提案説明を申し上げます。 

人事院勧告に基づき、地方公務員法第１４条第１項の規定により、情勢適応の原則に

沿って、改正を行うものでございます。 

給料月額につきましては、民間給料との格差を踏まえ、初任給を１万2,000円引き上

げ、他の号俸も引上げを行います。 

期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．５か月ずつ引き上げ、期末手当は２．４か月を

２．４５か月に、勤勉手当は２．０か月を２．０５か月に改正を行います。 
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なお、令和５年度においては、１２月分に０．０５か月を引き上げ、令和６年度以降

は、６月と１２月に０．０２５か月ずつを振り分け、期末手当を１．２２５か月ずつ、

勤勉手当を０．０２５か月ずつに改正するものでございます。 

次に、議案第５０号「山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について」の提案説明を申し上げます。 

改正理由につきましては、議案第４７号と同じく、情勢適応の原則に沿って、期末手

当を０．０５か月引き上げる改正でございます。 

改正の内容ですが、令和５年度においては、１２月支給分を０．０５か月引き上げ、

令和６年度以降は、６月と１２月にそれぞれ０．０２５か月を振り分けて引き上げるこ

ととするものでございます。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで、議案審査についてお諮りします。 

  議会運営委員会において、議案第４７号から議案第５０号までについては、委員会

付託を省略し、議会全員協議会を開催して、詳細説明を受けることに決定しましたが、

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第４７号から議案第５０号までについては委員会付託を省略し、議会

全員協議会において、詳細説明を受けることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第５１号～議案第５３号 

○副議長（新居禎三君） 日程第１３、議案第５１号「令和５年度山形村一般会計補正

予算（第６号）」から、日程第１５、議案第５３号「令和５年度山形村水道事業会計補

正予算（第３号）」までを一括して議題といたします。 

村長の提案説明を求めます。 

本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第５１号から議案第５３号の令和５年度の補正予算３件に

ついて、提案説明を申し上げます。 
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議案第５１号「令和５年度山形村一般会計補正予算（第６号）」の提案説明を申し上

げます。 

一般会計の補正予算第６号の第１条「歳入歳出予算の補正」は、歳入歳出にそれぞ

れ662万6,000円を追加し、補正後の予算規模を39億7,560万3,000円とするものであり

ます。 

歳入予算の主な内容としては、地方交付税に662万6,000円を計上しております。 

歳出予算では、民生費に501万4,000円、衛生費に640万3,000円等を追加し、農林水

産業費を266万円減額しております。 

主な内容としましては、職員給の人事院勧告による差額及び会計年度任用職員の期

末手当増額分になります。 

詳細につきましては、補正予算及び補正予算に関する説明書のとおりでございます。 

次に、議案第５２号「令和５年度山形村介護保険特別会計補正予算（第３号）」の提

案説明を申し上げます。 

介護保険特別会計補正予算第３号は、歳入歳出にそれぞれ40万円を追加し、総額を

７億5,205万円とするものです。 

歳入予算では、主に保険料を増額し、歳出予算は職員の給与費を増額するものであ

ります。 

次に、議案第５３号「令和５年度山形村水道事業会計補正予算（第３号）」の提案説

明を申し上げます。 

水道事業会計補正予算第３号は、人事院勧告に伴う人件費の補正を行うものであり

ます。内容としましては、職員２名分の給与、手当等、50万6,000円の増額補正となり

ます。 

よろしくご審議を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで、議案審査についてお諮りします。 

  議会運営委員会において、議案第５１号から議案第５３号までについては、委員会

付託を省略し、議会全員協議会を開催して、詳細説明を受けることに決定しましたが、

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第５１号から議案第５３号までについては委員会付託を省略し、議会
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全員協議会において、詳細説明を受けることに決定しました。 

ここで、本会議を休憩とし、全員協議会を開催いたします。 

（午後 ３時２３分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 ３時４９分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） それでは、日程第６、承認第８号について、質疑、討論、採

決を行います。 

  承認第８号について、質疑はありませんか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑がないようですので、質疑を終結します。  

  お諮りします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、直ちに採決します。 

  承認第８号について、原案のとおり承認することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、承認第８号は原案のとおり承

認することに決定いたしました。 

  次に、日程第７、承認第９号について、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑がないので、質疑を終結します。  

  お諮りします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、直ちに採決します。 

  承認第９号について、原案のとおり承認することに賛成の議員はご起立願います。 
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          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、承認第９号は原案のとおり承

認することに決定いたしました。 

  次に、日程第８、議案第４６号について、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑がないようですので、質疑を終結します。  

  お諮りします。本案は、討論を省略し、直ちにこれを採決したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないようですので、議案第４６号について、原案の

とおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第４６号「松本広域連合

の処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更について」は原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

  日程第９、議案第４７号から日程第１２、議案第５０号についてお諮りします。  

  議案第４７号から議案第５０号については、先ほどの全員協議会で質疑を行ってい

ますので、質疑を省略して討論を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、討論を行います。議案第４７号か

ら議案第５０号までについて、一括して討論を行います。 

  討論はありますか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 討論を終結して、直ちに採決をしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。  

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、初めに日程第９、議案第４７号「議

会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」採

決をします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 
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          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第４７号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  次に、日程第１０、議案第４８号「特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例

の一部を改正する条例について」採決をします。 

  議案第４８号について、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第４８号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  次に、日程第１１、議案第４９号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」採決をします。 

  議案第４９号について、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第４９号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  次に、日程第１２、議案第５０号「山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について」採決します。 

  議案第５０号について、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第５０号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  日程第１３、議案第５１号から日程第１５、議案第５３号について、お諮りします。 

  議案第５１号から議案第５３号については、先ほどの全員協議会で質疑を行ってお

りますので、質疑を省略して討論を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。  

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、討論を行います。 

  議案第５１号から議案第５３号までについて、一括して討論を行います。 

  討論はありますか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） ないようですので、討論を終結して、直ちに採決をしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認め、初めに、日程第１３、議案第５１

号「令和５年度山形村一般会計補正予算（第６号）」について、採決をします。  

  本案は原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第５１号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  次に、日程第１４、議案第５２号「令和５年度山形村介護保険特別会計補正予算（第

３号）」について、採決をします。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第５２号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

  次に、日程第１５、議案第５３号「令和５年度山形村水道事業会計補正予算（第３

号）」について、採決をします。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○副議長（新居禎三君） 起立全員であります。よって、議案第５３号は原案のとおり

可決することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第５４号 

  日程第１６、議案第５４号「山形村国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。 

  村長の提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第５４号「山形村国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について」の提案説明を申し上げます。 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、地方税法等の一部が改正され、出産する予定の被保険者または出産し
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た被保険者がいる世帯の世帯主に賦課する所得割額及び被保険者均等割額を減額する

ため、また、国民健康保険特別会計の健全な運営を図るため、国民健康保険税の税率

等を改正する本条例の一部を改正するものでございます。 

ご審議をお願いいたします。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終わりました。ここで、担当課長の詳細説

明があれば、これを許します。 

○税務課長（中村貞寿君） ありません。 

○副議長（新居禎三君） それでは、第５４号について質疑を行います。 

  質疑のある議員の発言を許します。 

  質疑はありませんか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第５５号 

  日程第１７、議案第５５号「山形村公共下水道施設整備推進基金の設置、管理及び

処分に関する条例を廃止する条例について」、議題とします。 

  村長の提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第５５号「山形村公共下水道施設整備推進基金の設置、管

理及び処分に関する条例を廃止する条例について」の提案説明を申し上げます。 

山形村公共下水道施設整備推進基金は、地方自治法第２４１条の規定により、村に

おける下水道施設の整備を進めるための資金に充てるため、設置されております。  

基金に積み立てる金額は、条例により下水道受益者分担金の全部または一部を、予

算で定め積み立てることとなっておりますが、公営企業会計移行後は手元資金の確保

のため、積立ては行われてきませんでした。 

また、公営企業会計では、利益剰余金を経営の目的に合わせ、減債積立金及び建設

改良積立金等に処分することができることとなっております。 

これらのことから、今回、この基金条例を廃止し、基金の全額を現金・預金に振り

替え、現在の経営に合った運営が行われるようにするものでございます。 
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ご審議を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終わりました。ここで、担当課長の詳細説

明があれば、これを許します。 

○建設水道課長（宮澤寛徳君） ありません。 

○副議長（新居禎三君）  それでは、議案第５５号について質疑を行います。 

  質疑のある議員の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑もないようですので、以上で質疑を終結します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第５６号～議案第６０号 

○副議長（新居禎三君） 日程第１８、議案第５６号「令和５年度山形村一般会計補正

予算（第７号）」から、日程第２２、議案第６０号「令和５年度山形村清水高原簡易水

道事業会計補正予算（第３号）」までを一括して議題とします。 

  村長の提案説明を求めます。 

本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第５６号から議案第６０号の令和５年度の補正予算５件に

ついて、提案説明を申し上げます。 

議案第５６号「令和５年度山形村一般会計補正予算（第７号）」の提案説明を申し上

げます。 

一般会計の補正予算第７号は、歳入歳出に7,937万9,000円を追加し、補正後の予算

規模を40億5,498万2,000円とするものであります。 

歳入予算の主な内容では、村税に304万3,000円、地方交付税に5,891万8,000円、国

庫支出金に682万8,000円、県支出金に703万3,000円、寄付金に235万円、諸収入に100

万9,000円を計上しております。 

歳出予算では、総務費に1,295万9,000円、民生費に1,653万1,000円、衛生費に4,304

万4,000円、農林水産業費に205万円、土木費に471万5,000円等を計上しております。 

主な内容としましては、国民健康保険特別会計への繰出金、戸籍システムの改修費、

扶助費、道路維持費等を増額する一方、事業が完了し不用になった事業費を減額して

おります。 
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詳細につきましては、補正予算及び補正予算に関する説明書のとおりでございます。 

次に、議案第５７号「令和５年度山形村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」

の提案説明を申し上げます。 

歳入歳出に749万8,000円を追加し、総額を10億6,567万7,000円とするものでありま

す。 

歳入では、国民健康保険税を直近の調定に合わせて821万8,000円、県支出金の保険

給付費等交付金のうち普通交付金を予算現額との調整で2,438万4,000円それぞれ減額

する一方で、新たに施行される産前産後の保険料減免制度に係る国庫措置の口開け分

として10万円、さらに今年度中に発生することが見込まれます本特別会計の財源不足

を補うために、4,000万円を一般会計からの繰入金に計上をしております。 

歳出では、産前産後の保険料減免に係るシステム改修費、葬祭費の不足見込み分、

国保加入世帯の税率改正に伴う説明資料の送付のための郵送代などが計上されていま

す。 

次に、議案第５８号「令和５年度山形村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

の提案説明を申し上げます。 

歳入歳出にそれぞれ215万2,000円を追加し、総額を9,643万2,000円とするものであ

ります。 

保険基盤安定事業の額確定に伴います歳入に一般会計からの繰入金、歳出に広域連

合への負担金の所要額をそれぞれ計上しております。 

次に、議案第５９号「令和５年度山形村介護保険特別会計補正予算（第４号）」の提

案説明を申し上げます。 

介護保険特別会計補正予算第４号は、歳入歳出にそれぞれ８万3,000円を追加し、総

額を７億5,213万3,000円とするものであります。 

歳入予算では一般会計繰入金を増額し、歳出予算は総務費の認定調査費を増額し、

保険給付費においては、今年度の支払い状況に応じ、各サービス費の増減をするもの

であります。 

次に、議案第６０号「令和５年度山形村清水高原簡易水道事業会計補正予算（第３

号）」の提案説明を申し上げます。 

清水高原簡易水道事業会計補正予算第３号は、落雷による高区配水池のテレメータ

ー装置破損の損害保険金108万9,000円を収益的収入へ計上するものでございます。 

ご審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 



 －１９－ 

○副議長（新居禎三君） 村長の提案説明が終わりました。ここで担当課長の詳細説明

があれば、これを許します。 

  議案第５６号についての詳細説明はありますか。 

○総務課長（篠原雅彦君） ありません。 

○副議長（新居禎三君） 次に、議案第５７号について、詳細説明はありますか。 

  中川住民課長。 

○住民課長（中川俊彦君） それでは、議案第５７号について、若干補足をさせていた

だきます。予算書の６ページを御覧ください。 

今回歳入に計上した一般会計繰入金4,010万円のうち、4,000万円は本年単年度で見

込まれる特別会計の財源不足に対応するためのものであります。 

今、村の国保財政はコロナ禍の影響を受けた全く想定外の急激かつ大幅な税収減に

加えて、県に納付する事業費納付金の金額が毎年非常に高い水準で推移をしているこ

とによりまして、大変厳しい運営を続けております。また、この状態が今後数年続く

ことが予想されております。 

今回は、緊急かつ不可避な財政措置の１つとして、まず単年度分の財源対応につい

て、一般会計から繰入れを行うものでございます。以上です。 

○副議長（新居禎三君） 次に、議案第５８号についての詳細説明はありますか。 

  中川住民課長。 

○住民課長（中川俊彦君） 議案第５８号は、先ほど議案書の差替えをお願いいたしま

した。これは議案書にページの附番がございませんでした。それを訂正するものです。  

  以上です。 

○副議長（新居禎三君） 次に、議案第５９号についての詳細説明はありますか。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） ありません。 

○副議長（新居禎三君） 次に、議案第６０号についての詳細説明はありますか。 

○建設水道課長（宮澤寛徳君） ありません。 

○副議長（新居禎三君） 以上で詳細説明が終わりました。  

それでは、議案第５６号から議案第６０号までについて一括して質疑を行います。

質問事項が多項目にわたる場合にも一括して質問してください。答弁は、その後で行

うようにします。  

  それでは、質問のある議員の発言を許します。  

  大池議員。  



 －２０－ 

○１１番（大池俊子君） ６０号の清水簡水の件ですが、前の予算は全額村で故障して

いた分を出していたのですが、この落雷による保険金というのは全部取り入れられた

というところでいいでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 宮澤建設水道課長。 

○建設水道課長（宮澤寛徳君） ９月議会で補正予算を出させていただきまして、そこ

では歳出といいますか、営業費用で、修繕費で99万円の増額補正をお願いしました。 

  お恥ずかしい話なのですけれども、大池議員さんからのご指摘を受けまして、こち

らで保険会社へ報告等をさせていただきまして、今回、その保険金としてこの108万

9,000円というのが、その全額になります。 

○副議長（新居禎三君） よろしいですか。 

  ほかには質疑ありませんか。 

          （発言する者なし） 

○副議長（新居禎三君） 質疑もないようですので、以上で質疑を終結します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議案の委員会付託 

○副議長（新居禎三君） 日程第２３「議案の委員会付託について」を議題とします。 

  本日提出されました議案第５４号から議案第６０号までについては、お手元に配付

の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託して審査することにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（新居禎三君） ご異議がないものと認めます。よって、議案付託表のとおり、

各常任委員会に付託して審査をすることに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎散会宣告 

○副議長（新居禎三君） 以上で、本日の本会議の日程はすべて終了いたしました。 

本日の本会議はこれにて閉議し散会といたします。 

（午後 ４時１６分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


